
   綾瀬市バス交通のあり方検討市民会議設置要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、綾瀬市バス交通のあり方検討市民会議の設置、組織及び運営に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 市民の交通利便性の向上を目的としたバス交通等の実現に向け検討を行うた

め、綾瀬市バス交通のあり方検討市民会議（以下「市民会議」という。）を設置す

る。 

 （所掌事項） 

第３条 市民会議の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) コミュニティバス試験運行の検証・改善に関すること。 

(2) バスの利便性向上施策に関すること。 

(3) 地域の実情及びニーズに即したバス交通等の実現に関すること。 

(4) 地域公共交通検討会議との意見調整に関すること。 

(5) 前各号に掲げる事項を取りまとめ市長へ報告書を提出すること。 

(6) その他報告書の取りまとめに関し必要な事項 

 （組織） 

第４条 市民会議は、２５名以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうち

から市長が委嘱する。 

 (1) 公募による市民  

(2) 自治会推薦者 

(3) 商工業関係者 

２ 自治会推薦者及び商工業関係者の委員に事故あるとき又は委員が欠けたときは、

代理の委員の選出をすることができる。 

 （任期） 

第５条 市民会議の委員の任期は２年間とし、再任を妨げないものとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第６条 市民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、会務を総理し、市民会議を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 



 （会議） 

第７条 市民会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席

させ、その意見又は説明を聴くことができる。 

 （庶務） 

第８条 市民会議の庶務は、市民会議主管課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、委員長

が市民会議に諮って定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 


